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四 半 期 報 告 書

１ 本書は四半期報告書を金融商品取引法第27条の30の２に規定する開

示用電子情報処理組織(EDINET)を使用し提出したデータに目次及び頁

を付して出力・印刷したものであります。

２ 本書には、上記の方法により提出した四半期報告書に添付された四

半期レビュー報告書及び上記の四半期報告書と同時に提出した確認書

を末尾に綴じ込んでおります。
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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

回次
第94期

第２四半期
連結累計期間

第95期
第２四半期
連結累計期間

第94期

会計期間
自 平成28年４月１日
至 平成28年９月30日

自 平成29年４月１日
至 平成29年９月30日

自 平成28年４月１日
至 平成29年３月31日

売上高 (百万円) 21,061 22,528 44,770

経常利益 (百万円) 633 1,519 3,007

親会社株主に帰属する四半期
(当期)純利益

(百万円) 422 1,100 2,235

四半期包括利益又は包括利益 (百万円) 445 1,459 2,852

純資産額 (百万円) 22,189 25,431 24,339

総資産額 (百万円) 43,291 47,246 47,998

１株当たり四半期(当期)
純利益金額

(円) 82.42 214.88 435.58

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益金額

(円) 81.70 212.82 431.62

自己資本比率 (％) 50.5 53.0 50.0

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 1,485 2,108 2,434

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △1,034 △1,582 △1,422

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △1,758 △456 △1,937

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(百万円) 5,849 6,457 6,389

回次
第94期

第２四半期
連結会計期間

第95期
第２四半期
連結会計期間

会計期間
自 平成28年７月１日
至 平成28年９月30日

自 平成29年７月１日
至 平成29年９月30日

１株当たり四半期純利益金額 (円) 66.07 141.14

(注) １．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

　 ３．平成28年10月１日付で普通株式10株を１株の割合で併合しております。第94期の期首に当該株式併合が行わ

れたと仮定し、１株当たり四半期（当期）純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益

金額を算定しております。

２ 【事業の内容】

当第２四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）において営まれている事業の内容

に重要な変更はありません。

　また、主要な関係会社についても異動はありません。
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第２ 【事業の状況】

１ 【事業等のリスク】

当第２四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。

　また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。

２ 【経営上の重要な契約等】

当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等は行われておりません。

３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1) 業績の状況

当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、企業収益や雇用環境の改善が続く中、個人消費も回復傾向が見

られ、全体として緩やかな回復基調で推移しました。しかしながら、米国政権の動向に対する懸念や地政学的リスク

の高まりなど、先行きは不透明な状況が続いております。

当社グループを取り巻く環境は、公共投資、民間設備投資は堅調な動きが見られるものの新設住宅着工数は軟調な動

きを見せており、留意が必要な状況が続きました。

　このような経営環境の中、当社グループは、「中期経営計画」に基づき、「基盤事業の収益向上」に努め、収益構

造の変革や成長路線への進展のため「工場市場・グローバル市場での売上拡大」などに取り組んでまいりました。

　こうした背景の中で、当第２四半期連結累計期間の業績につきましては、売上高は、家庭用プロパンガスメーター

が需要上昇期にあることや海外向けのガスメーターが増加したことなどにより、前年同期比7.0％増収の225億２千８

百万円となりました。利益面につきましては、増収による効果のほか、原価低減諸施策の実施により、営業利益は前

年同期比５億５千２百万円増益の13億７千３百万円となりました。経常利益は、前年同期比で為替差損益が大きく改

善したことから、前年同期比８億８千５百万円増益の15億１千９百万円、また、親会社株主に帰属する四半期純利益

も前年同期比６億７千７百万円増益の11億円となりました。

(2) 財政状態の分析

当第２四半期連結会計期間末における四半期連結貸借対照表の前連結会計年度末比増減は以下のとおりとなりまし

た。

　流動資産は、９億９千２百万円減少し、282億７千８百万円となりました。これは、現金及び預金が10億８千万円増

加しましたが、売上債権の回収が進み、受取手形及び売掛金が14億８千６百万円減少したことなどによります。固定

資産は、２億４千万円増加し、189億６千８百万円となりました。これは、株価上昇に伴い投資有価証券が４億１千８

百万円増加したことなどによります。この結果、総資産は、７億５千２百万円減少し、472億４千６百万円となりまし

た。

　負債は、18億４千４百万円減少し、218億１千４百万円となりました。これは、支払手形及び買掛金が９億７千９百

万円減少したことや、未払法人税等が４億５千１百万円減少したことなどによります。

　純資産は、配当金の支払いはあったものの、親会社株主に帰属する四半期純利益の計上や、株価上昇に伴いその他

有価証券評価差額金が２億８千４百万円増加したことなどにより、10億９千２百万円増加し、254億３千１百万円とな

りました。
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(3) キャッシュ・フローの状況

当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前年同四半期比６億８百万円増加の64億５千７百万円

となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動によるキャッシュ・フローは、仕入債務の減少による支出や法人税等の支払いなどがあったものの、税金

等調整前四半期純利益の計上や売上債権の減少による収入などにより、21億８百万円の収入（前年同四半期比６億２

千２百万円の収入増）となりました。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の増加や有形固定資産の取得などにより、15億８千２百万円の支

出（前年同四半期比５億４千８百万円の支出増）となりました。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払いや自己株式の増加などがあり、４億５千６百万円の支出

（前年同四半期比13億２百万円の支出減）となりました。

(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第２四半期連結累計期間において、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに

生じた課題はありません。

(5) 研究開発活動

当第２四半期連結累計期間の研究開発費の総額は６億６千４百万円であります。
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第３ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 14,400,000

計 14,400,000

② 【発行済株式】

　

種類
第２四半期会計期間末

現在発行数(株)
(平成29年９月30日)

提出日現在発行数(株)
(平成29年11月13日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 5,140,000 5,140,000
名古屋証券取引所
東京証券取引所
各市場第一部

単元株式数は100株で
あります。

計 5,140,000 5,140,000 ― ―

(2) 【新株予約権等の状況】

当第２四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。

決議年月日 平成29年7月31日

新株予約権の数(個) 76個(注)１

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株) 7,600(注)１

新株予約権の行使時の払込金額(円) 1(注)２

新株予約権の行使期間 　平成29年８月18日～平成49年８月17日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額(円)

発行価格 3,009
資本組入額 1,505

新株予約権の行使の条件 (注)３

新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の
決議による承認を要するものとします。

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 (注)４

(注)１ 新株予約権１個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調
整し、調整の結果生じる１株未満の端株は、これを切り捨てます。
　調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
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２ 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付を受け

ることができる株式１株当たりの行使価額を１円とし、これに付与株式数を乗じた金額とします。

３ ①新株予約権者は、新株予約権の行使期間内において、当社の取締役、監査役及び執行役員のいずれの地位

をも喪失した時点（以下、「権利行使開始日」という）以降、新株予約権を行使することができます。た

だし、この場合、新株予約権者は、権利行使開始日から５年を経過する日までの間に限り、新株予約権を

行使することができます。

　②前記①にかかわらず、新株予約権者は、新株予約権の行使期間内において、以下のア．またはイ．に定め

る場合（ただし、イ．については、新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される旨が合併契約、

株式交換契約若しくは株式移転計画において定められている場合を除く）には、それぞれに定める期間内

に限り新株予約権を行使できます。

　 ア．新株予約権者が平成48年８月17日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合

　 平成48年８月18日から平成49年８月17日

イ．当社が消滅会社となる合併契約承認の議案または当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式

移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要な場合は、取締役会決議

がなされた場合）

　当該承認日の翌日から15日間

　 ③前記①及び②アは、新株予約権を相続により承継した者については適用しません。

　 ④新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができません。

４ 当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る）、吸収分割若しくは新設分割（それぞれ当社が分割

会社となる場合に限る）または株式交換若しくは株式移転（それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る）

（以上を総称して以下、「組織再編行為」という）をする場合には、組織再編行為の効力発生日（吸収合併

につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき

吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交

換がその効力を生ずる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ）の直前

において残存する新株予約権（以下、「残存新株予約権」という）を保有する新株予約権者に対し、それぞ

れの場合につき、会社法第236条第１項第８号のイからホまでに掲げる株式会社（以下、「再編対象会社」

という）の新株予約権をそれぞれ交付することとします。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株

予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または

株式移転計画において定めることを条件とします。

　①交付する再編対象会社の新株予約権の数

　②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

　③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

　④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

　⑤新株予約権を行使することができる期間

　⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

　⑦譲渡による新株予約権の取得の制限

　⑧新株予約権の取得条項

　⑨その他の新株予約権の行使の条件

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。
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(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
(千株)

発行済株式
総数残高
(千株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高

(百万円)

平成29年９月30日 ― 5,140 ― 3,218 ― 306

(6) 【大株主の状況】

平成29年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

日本生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内一丁目６番６号 385 7.51

御法川法男 神奈川県鎌倉市 365 7.11

株式会社みずほ銀行 東京都千代田区大手町一丁目５番５号 238 4.63

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内二丁目７番１号 231 4.50

東邦瓦斯株式会社 名古屋市熱田区桜田町19番18号 230 4.49

明治安田生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内二丁目１番１号 201 3.91

愛知時計電機共栄会 名古屋市熱田区千年一丁目２番70号 199 3.89

三井住友信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目４番１号 178 3.47

興銀リース株式会社 東京都港区虎ノ門一丁目２番６号 164 3.19

日本車輌製造株式会社 名古屋市熱田区三本松町１番１号 160 3.11

計 ― 2,354 45.80
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(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成29年９月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)

普通株式 24,000
― 単元株式数 100株

完全議決権株式(その他) 普通株式 5,097,500 50,975 同上

単元未満株式 普通株式 18,500 ― １単元（100株）未満の株式

発行済株式総数 5,140,000 ― ―

総株主の議決権 ― 50,975 ―

(注) 単元未満株式には、当社所有の自己株式47株が含まれております。

② 【自己株式等】

平成29年９月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

(自己保有株式)
愛知時計電機株式会社

名古屋市熱田区千年
一丁目２番70号

24,000 ― 24,000 0.47

計 ― 24,000 ― 24,000 0.47

　（注） 上記自己保有株式には、単元未満株式47株は含まれておりません。

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４ 【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令

第64号)に基づいて作成しております。

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間(平成29年７月１日から平成

29年９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成29年４月１日から平成29年９月30日まで)に係る四半期連結財務

諸表について、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。
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１ 【四半期連結財務諸表】

(1) 【四半期連結貸借対照表】

(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成29年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成29年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 6,863 7,943

受取手形及び売掛金 13,164 ※1 11,678

有価証券 67 50

製品 1,330 1,030

仕掛品 6,786 6,613

原材料及び貯蔵品 279 225

その他 792 751

貸倒引当金 △13 △14

流動資産合計 29,271 28,278

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 4,709 4,587

その他 3,967 3,875

有形固定資産合計 8,677 8,462

無形固定資産 39 41

投資その他の資産

投資有価証券 8,270 8,688

その他 1,761 1,794

貸倒引当金 △20 △18

投資その他の資産合計 10,011 10,463

固定資産合計 18,727 18,968

資産合計 47,998 47,246

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 7,382 6,402

短期借入金 1,087 1,077

未払法人税等 857 406

役員賞与引当金 40 20

その他 3,046 2,575

流動負債合計 12,412 10,481

固定負債

長期借入金 5,812 5,812

退職給付に係る負債 5,223 5,347

資産除去債務 5 5

その他 204 168

固定負債合計 11,246 11,333

負債合計 23,659 21,814
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成29年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成29年９月30日)

純資産の部

株主資本

資本金 3,218 3,218

資本剰余金 311 311

利益剰余金 18,611 19,404

自己株式 △12 △90

株主資本合計 22,129 22,844

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 3,124 3,409

為替換算調整勘定 114 57

退職給付に係る調整累計額 △1,376 △1,251

その他の包括利益累計額合計 1,862 2,215

新株予約権 102 125

非支配株主持分 245 247

純資産合計 24,339 25,431

負債純資産合計 47,998 47,246
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(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第２四半期連結累計期間】

(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年９月30日)

売上高 21,061 22,528

売上原価 16,126 17,034

売上総利益 4,934 5,494

販売費及び一般管理費 ※１ 4,113 ※１ 4,121

営業利益 821 1,373

営業外収益

受取配当金 110 116

その他 90 79

営業外収益合計 201 195

営業外費用

支払利息 38 24

その他 350 25

営業外費用合計 389 50

経常利益 633 1,519

税金等調整前四半期純利益 633 1,519

法人税、住民税及び事業税 173 406

法人税等調整額 30 5

法人税等合計 203 412

四半期純利益 429 1,106

非支配株主に帰属する四半期純利益 6 6

親会社株主に帰属する四半期純利益 422 1,100
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【四半期連結包括利益計算書】

【第２四半期連結累計期間】

(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年９月30日)

四半期純利益 429 1,106

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 120 284

為替換算調整勘定 △238 △56

退職給付に係る調整額 133 124

その他の包括利益合計 15 352

四半期包括利益 445 1,459

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 438 1,453

非支配株主に係る四半期包括利益 6 6
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(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 633 1,519

減価償却費 556 525

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △9 △20

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1 △0

退職給付に係る資産の増減額（△は増加） △8 △28

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 31 180

受取利息及び受取配当金 △111 △117

支払利息 38 24

為替差損益（△は益） 4 △20

有形固定資産除売却損益（△は益） 3 0

売上債権の増減額（△は増加） 1,569 1,475

たな卸資産の増減額（△は増加） 52 505

仕入債務の増減額（△は減少） △909 △960

未払消費税等の増減額（△は減少） 44 △35

その他 13 △190

小計 1,907 2,856

利息及び配当金の受取額 111 117

利息の支払額 △37 △25

法人税等の支払額 △496 △840

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,485 2,108

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加） 28 △1,010

有価証券の売却及び償還による収入 10 15

有形固定資産の取得による支出 △1,097 △598

有形固定資産の売却による収入 36 16

投資有価証券の取得による支出 △9 △5

その他 △1 0

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,034 △1,582

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） △1,300 △10

長期借入れによる収入 500 -

長期借入金の返済による支出 △633 -

リース債務の返済による支出 △63 △56

配当金の支払額 △256 △308

非支配株主への配当金の支払額 △4 △4

自己株式の純増減額（△は増加） △0 △77

その他 0 -

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,758 △456

現金及び現金同等物に係る換算差額 △117 △2

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,423 68

現金及び現金同等物の期首残高 7,273 6,389

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※１ 5,849 ※１ 6,457
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【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

※１ 四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。

なお、当第２連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期連結会計期間末日満期手形が四半

期連結会計期間末残高に含まれております。

前連結会計年度
(平成29年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成29年９月30日)

受取手形 ― 百万円 369百万円

　

(四半期連結損益計算書関係)

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。

前第２四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
至 平成28年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
至 平成29年９月30日)

従業員給料手当 1,660百万円 1,665百万円

退職給付費用 214 〃 203 〃

役員賞与引当金繰入額 15 〃 20 〃

　

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

※１ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のと

おりであります。

前第２四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
至 平成28年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
至 平成29年９月30日)

現金及び預金 5,863百万円 7,943百万円

有価証券 55 〃 50 〃

　 計 5,918百万円 7,994百万円

預入期間が３か月超の定期預金 △14 〃 △1,486 〃

預入期間が３か月超の有価証券 △55 〃 △50 〃

現金及び現金同等物 5,849百万円 6,457百万円
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(株主資本等関係)

前第２四半期連結累計期間(自 平成28年４月１日 至 平成28年９月30日)

１．配当金支払額

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成28年６月24日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 256 5.00 平成28年３月31日 平成28年６月27日

２．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間の

末日後となるもの

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成28年11月２日
取締役会

普通株式 利益剰余金 256 5.00 平成28年９月30日 平成28年11月25日

(注) １株当たり配当額は、基準日が平成28年９月30日であるため、平成28年10月１日付の株式併合前の金額を記載

しております。

当第２四半期連結累計期間(自 平成29年４月１日 至 平成29年９月30日)

１．配当金支払額

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成29年６月27日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 308 60.00 平成29年３月31日 平成29年６月28日

(注) 平成29年6月27日定時株主総会決議による１株当たり配当額には、特別配当10円を含んでおります。

２．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間の

末日後となるもの

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成29年11月２日
取締役会

普通株式 利益剰余金 255 50.00 平成29年９月30日 平成29年11月27日

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

　 前第２四半期連結累計期間(自 平成28年４月１日 至 平成28年９月30日)

当社グループは、全セグメントに占める「計測器関連事業」の割合が高く、開示情報としての重要性が乏しい

ことから、セグメント情報の記載を省略しております。

　 当第２四半期連結累計期間(自 平成29年４月１日 至 平成29年９月30日)

当社グループは、全セグメントに占める「計測器関連事業」の割合が高く、開示情報としての重要性が乏しい

ことから、セグメント情報の記載を省略しております。

(金融商品関係)

金融商品の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変動があり

ません。

(有価証券関係)

有価証券の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変動があり

ません。

(デリバティブ取引関係)

デリバティブ取引については、全てヘッジ会計を適用しておりますので、注記の対象から除いております。
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(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額及び算定上

の基礎は、以下のとおりであります。

項目
前第２四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
至 平成28年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
至 平成29年９月30日)

(1) １株当たり四半期純利益金額 82円42銭 214円88銭

(算定上の基礎)

親会社株主に帰属する四半期純利益金額(百万円) 422 1,100

普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ―

普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益
金額(百万円)

422 1,100

普通株式の期中平均株式数(株) 5,131,354 5,122,640

(2) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 81円70銭 212円82銭

(算定上の基礎)

親会社株主に帰属する四半期純利益調整額(百万円) ― ―

普通株式増加数(株) 45,235 49,520

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり
四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前
連結会計年度末から重要な変動があったものの概要

― ―

(注) 平成28年10月１日付けで普通株式10株につき１株の割合で株式併合を行っております。前連結会計年度の期首

に当該株式併合が行われたと仮定し、１株当たり四半期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利

益金額を算定しております。

(重要な後発事象)

　該当事項はありません。

２ 【その他】

第95期（平成29年４月１日から平成30年３月31日まで）中間配当については、平成29年11月２日開催の取締役会に

おいて、平成29年９月30日の最終の株主名簿に記録された株主に対し、次のとおり中間配当を行うことを決議いたし

ました。

① 配当金の総額 255百万円

② １株当たりの金額 50円00銭

③ 支払請求権の効力発生日及び支払開始日 平成29年11月27日
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

平成29年11月10日

　愛 知 時 計 電 機 株 式 会 社

　 取 締 役 会 御 中

有限責任監査法人 ト ー マ ツ

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 西 松 真 人 ㊞

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 鈴 木 晴 久 ㊞

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 髙 橋 正 伸 ㊞

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている愛知時計電機株

式会社の平成29年４月１日から平成30年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間(平成29年７月１日から

平成29年９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成29年４月１日から平成29年９月30日まで)に係る四半期連結財

務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書、四半期連結キャッシ

ュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結

財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸

表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対す

る結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準

拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と

認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

監査人の結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認

められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、愛知時計電機株式会社及び連結子会社の平成29年９月30日現在の

財政状態並びに同日をもって終了する第２四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示

していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

(注) １．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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【表紙】

【提出書類】 確認書

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の８第１項

【提出先】 東海財務局長

【提出日】 平成29年11月13日

【会社名】 愛知時計電機株式会社

【英訳名】 Aichi Tokei Denki Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 星 加 俊 之

【最高財務責任者の役職氏名】 該当事項はありません。

【本店の所在の場所】 名古屋市熱田区千年一丁目２番70号

【縦覧に供する場所】 愛知時計電機株式会社 東京支店

　(東京都新宿区高田馬場二丁目14番２号 新陽ビル内)

愛知時計電機株式会社 大阪支店

　(大阪市淀川区三津屋北二丁目22番５号)

株式会社名古屋証券取引所

　(名古屋市中区栄三丁目８番20号)

株式会社東京証券取引所

　(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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１ 【四半期報告書の記載内容の適正性に関する事項】

当社代表取締役社長星加俊之は、当社の第95期第２四半期（自 平成29年７月１日 至 平成29年９月30日）の四

半期報告書の記載内容が金融商品取引法令に基づき適正に記載されていることを確認いたしました。

　

２ 【特記事項】

確認に当たり、特記すべき事項はありません。
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